
 

大淀町総合評価落札方式実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大淀町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法

施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１６７条の１０の２の規定（第１６７条の１３

の規定により準用される場合を含む。）に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的

な要素を評価の対象に加え、品質や施工方法等を総合的に評価し、価格と技術の

両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする総合評価落札方式

の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式の実施の対象となる建設工事は次の各号のいずれかに該

当する工事とする。 

（１）入札者の提示する性能、機能、技術等（以下「性能等」という。）によって、工事

価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性

等の性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

（２）環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を

必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に

比べて対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

（３）前２号に掲げるもののほか、総合評価落札方式による入札が適当であると認め

られるもの 

２ 町長（以下「入札執行者」という。）は前項各号に該当する工事を総合評価落札方

式により発注するときは、大淀町入札・契約審査会（以下「審査会」という。）に諮り審

議の上、決定するものとする。 

（大淀町総合評価審査委員会） 

第３条 総合評価落札方式による契約手続のうち、技術的な事項にかかる決定を行う

ため、大淀町総合評価審査委員会（以下「総合評価委員会」という。）を設置する。 

２ 総合評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

３ 委員長は、副町長をもってあて、副委員長は、総務部長をもってあてる。 

４ 委員は、総務部長、建設環境部長、住民福祉部長、教育部長、総務部次長、建設

環境部次長、住民福祉部次長及び教育次長をもって構成する。ただし、各次長職

が空席の場合は委員に含まないものとする。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等ある時は、その職務を代理する。 

６ 委員長及び副委員長に事故等ある時は、あらかじめ委員長が指名した者がその職

務を代理する。 

７ 総合評価委員会は、入札執行者の要請を受け、委員長が必要に応じて開催する。 



 

８ 総合評価委員会の会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができな

い。 

９ 総合評価委員会の事務局は、入札契約係において行う。 

10 委員長は、総合評価委員会の議事に必要な説明又は意見を求めるため関係者を

会議に出席させることができる。 

（総合評価委員会の役割） 

第４条 総合評価委員会は、次に掲げる事項について審査し決定する。 

（１）総合評価落札方式の適用区分の決定 

（２）落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項の決定 

（３）落札者決定基準の決定 

（４）施工計画及び入札者の施工能力等（以下「技術提案」という。)の採否決定、審

査及び評価 

（５）総合評価落札方式による落札者の決定 

（審査会の役割） 

第５条 審査会は、総合評価落札方式による入札を行うことの適否を決定する。 

（落札方式の適用区分） 

第６条 総合評価委員会は、工事等の特性等により次の各号のいずれかの適用区分

を選定するものとする。 

（１）特別簡易型総合評価落札方式 

技術的な工夫の余地が特に小さい一般的な工事等において、履行計画の評価

を要件とせず、同種工事等の履行実績や履行成績など、定量化された評価項目と

入札価格を総合的に評価する方式 

（２）簡易型総合評価落札方式 

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事等において、簡易な履行計画書の

ほか、同種・類似工事等の履行実績や履行成績などの評価項目と入札価格を総

合的に評価する方式 

（３）標準型総合評価落札方式 

技術的な工夫の余地が大きく、履行上の工夫等一般的な技術提案を求めること

が適切な工事等に適用される方式 

（４）高度技術提案型総合評価落札方式 

技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、設計段階からの工事

目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入

札価格を総合的に評価する方式 

（学識経験者の意見聴取） 

第７条 総合評価委員会は、総合評価落札方式を実施するにあたり、次の各号に掲

げる場合において、あらかじめ２人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなけれ



 

ばならない。 

（１）落札者決定基準を定めようとするとき。 

当該落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項、及び当該落札者決定基

準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聞くこと

の要否 

（２）総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき。（ただし、前号に掲

げる意見聴取時に、落札者決定時においても意見聴取の必要があるとの意見が

述べられたときに限る。） 

予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の

条件が本町にとって最も有利なものの決定  

（入札の公告及び説明書又は入札通知書） 

第８条 入札執行者は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、入札公告・入

札説明書又は入札通知書にて、次の事項を明示する。 

（１）総合評価落札方式の実施工事であること、及びその適用区分 

（２）総合評価落札方式に関する提出書類、及びその提出期限、場所、方法 

（３）総合評価落札方式に係る落札者決定基準 

（入札参加希望者の提出書類） 

第９条 入札参加希望者は、入札参加資格確認申請及び、入札公告・入札説明書又

は入札通知書に明示した総合評価落札方式に関する提出書類を提出するものとす

る。 

２ 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）提出書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

（２）提出書類の返却及び公表は行わないものとする。 

（３）書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。 

（技術提案のヒアリング） 

第１０条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加希望者から提案内容について

のヒアリングを行うことができるものとする。 

（技術提案の改善） 

第１１条 標準型又は高度技術提案型の総合評価落札方式の場合においては、技術

提案の内容に最低限の要求要件や履行条件を満たさない事項がある場合、または

技術提案の内容の一部を改善することで優れた技術提案となる場合や提案の不備

を解決できる場合は、ヒアリングにおいて提案者の意図を確認した上で、提案者に

当該技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができるものと

する。 

２ 前項の場合においては、透明性及び公正性の確保のため、入札執行者は技術提

案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表しなければならない。 



 

（入札参加希望者に対する採否の通知） 

第１２条 総合評価委員会での審査結果を受けて、入札執行者は技術提案の採否の

審査結果を入札参加希望者に通知するものとする。 

 

（技術提案の採否に対する説明） 

第１３条 技術提案が採用されず競争参加資格がない旨通知を受けた者は、入札執

行に対し通知の日を含む５日以内（休日を除く。）に説明を求めることができるものと

する。この場合においては、説明を求めることを記した書面（様式自由）を持参するこ

とにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。 

２ 入札執行者は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、総合評価委員会

の委員長に報告するとともに、書面により回答するものとする。 

（総合評価の方法） 

第１４条 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評

価項目の得点の合計（以下「技術評価点」という。）を、当該入札者の入札価格で除

す次式で得られた数値（以下「評価値」という。）をもって行う。 

技術評価点＝標準点＋加算点 

評価値＝技術評価点／入札価格 

 (落札者の決定方法) 

第１５条 落札者の決定については、次のすべての要件に該当する入札者のうち、評

価値の最も高い者を落札者とする。 

（１）入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 

（２）入札に係わる性能等が、入札公告等において明らかにした技術的要件におけ

る最低限の要求要件をすべて満たしていること。 

２ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定

するものとする。 

（技術提案の履行の確保） 

第１６条 発注者は、工事の監督・検査にあたり、技術提案の内容を満たしていること

を確認するものとする。 

２ 受注者は、提示した技術提案については、そのすべてを施工計画書に記載し、履

行を確保するものとする。 

３ 発注者は、技術提案等の内容が前項に定める施工計画書どおりに履行されない

場合は、工事成績評定点の減点を行うものとする。 

４ 契約後、技術提案履行による増額変更は行わない。ただし、自然災害等の不可抗

力の場合を除き、原則として設計変更等による契約変更は行わないものとする。 

（その他） 

第１７条 入札執行者は、この要領に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた



 

場合は関係課と協議し、審査会の審議に付し対応するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２５年９月２日から施行する。 

（大淀町総合評価落札方式（簡易型）の試行に関する実施要領の廃止） 

２ 大淀町総合評価落札方式（簡易型）の試行に関する実施要領（平成２０年９月１日

施行）は、廃止する。 

附 則 

  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２９年１２月１４日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、令和７年５月１５日から施行する。 


